
 福島市告示第８０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項に基づき、福島

市古関裕而記念館北側駐車場使用料の徴収および収納に関する業務を次のよう

に委託したので告示します。 

 

   令和８年４月１日 

 

                     福島市長 馬 場 雄 基   

 

 

  １ 委託を受けた者の名称及び所在地 

名 称 公益財団法人福島市振興公社 

所在地 福島市入江町１番１号 

     代表者 理事長 野田 幸一 

 

  ２ 委託期間 

 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 


